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この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS Q 0031:2018 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Q 0031：2026 
 (ISO 33401：2024) 

標準物質－認証書，ラベル及び附属文書の内容 

Reference materials- 

Contents of certificates, labels and accompanying documentation 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された ISO 33401 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

標準物質（RM）は，測定の様々な分野における品質保証に不可欠である。RM は，校正，品質管理，技

能試験，方法の妥当性確認など多様な測定プロセスで使用される。 

RM に附属する文書を通じて，RM の使用者は，適切な使用に必要な情報を得る。そのため，RM 文書の

内容及び形式の標準化が必要である。このようなニーズの高まりを受けて，ISO の標準物質委員会

（ISO/REMCO）は，ISO Guide 31 の第 1 版，第 2 版及び第 3 版を，それぞれ 1981 年，2000 年及び 2015

年に発行した。ISO Guide 31 の第 1 版では，ラベル，認証書及び認証報告書に記載する情報の違いについ

て論じ，認証書の簡潔な要約的性質を強調した。第 2 版では，認証標準物質（CRM）の認証書に必要な内

容に焦点を当てた。第 3 版では，“製品情報シート”及び“標準物質認証書”の概念を導入し，これらの RM

文書に含めることが望ましい情報を記載した。 

ISO/REMCO の責任を引き継ぐ ISO/TC 334 は，ISO Guide 31 の第 3 版におおむね準拠した ISO 33401

の第 1 版を発行した。この規格は JIS Q 17034 を補完することを目的としており，RM 文書の要件に関す

る JIS Q 17034 の実施の一助となる。 

この規格では，“認証”は，RM の認証のことをいう。 

1 適用範囲 

この規格は，標準物質生産者（RMPs）が標準物質（RM）に附属させる，明瞭で簡潔な文書の作成を支

援することを意図し，製品情報シート及び RM 認証書の作成のときに考慮する必須事項，推奨事項及びそ

の他の事項について規定する。RM の使用者及びその他の利害関係者が，RM 又は認証標準物質（CRM）

の適切性を確認するときに，この情報を使用することが可能である。 

この規格はまた，個々の RM ユニットの容器に貼付するラベルの最小限の要求事項を含む。 

注記 1 多くの RM は，“ユニット”（例えば，ボトル入り，バイアル入り試験試料又は試験片）のバッ

チとして調製される。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 33401:2024，Reference materials－Contents of certificates, labels and accompanying documentation


